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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
日
本
人
労
働
者
と
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
と
の
関

係
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
日
本
人
労
働
者
と
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
と

の
関
係
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
当
該
国
の
医
療
保
険
」
及
び
「
当
該
国
に
居
留
す
る
外
国
人
労
働
者
の
被
扶
養
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
外
国
人
労
働
者
の
家
族
の
保
険
診
療
の
医
療
費
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

技
能
実
習
制
度
に
お
い
て
は
、
制
度
の
趣
旨
が
理
解
さ
れ
ず
に
安
価
な
労
働
力
の
確
保
策
と
し
て
使
わ
れ
、
労
働
関
係
法

令
違
反
が
生
じ
て
い
た
等
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
問
題
点
の
改
善
を
行
う
な
ど
す
る
た
め
、
平
成
二
十
八
年
に

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下

「
技
能
実
習
法
」
と
い
う
。
）
が
制
定
さ
れ
た
。
技
能
実
習
法
に
つ
い
て
は
、
施
行
か
ら
間
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
運
用

一



状
況
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
習
実
施
者
に
労
働
関
係
法
令
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
人
労
働
者
の
賃
金
」
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
経
済
動
向
な
ど
、
様
々
な
要
因
が
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
人
労
働
者
と
比
べ
た
場
合
の
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
は
適
用
さ
れ
」
る
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
労
働
基
準
法
違
反
件
数
」
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
事
業
場
ご
と
に
集
計
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

労
働
者
ご
と
に
集
計
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
労
働
者
と
い
う
区
分
で
は
集
計
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
全
労
働
者

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
と
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
よ
る
死
亡
災
害
に
関
す
る
報
告
（
以
下
「
死
亡
災
害
報

二



告
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
平
成
二
十
九
年
に
お
け
る
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
九
百
七
十
八
人
で
あ
り
、
労
働
力
調

査
（
基
本
集
計
）
（
同
年
平
均
）
の
役
員
を
除
く
雇
用
者
総
数
は
五
千
四
百
六
十
九
万
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て

計
算
す
る
と
、
全
労
働
者
に
係
る
労
働
者
十
万
人
当
た
り
の
同
年
の
一
年
間
の
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
一
・
八
人
で

あ
り
、
同
割
合
は
〇
・
〇
〇
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
死
亡
災
害
報
告
に
よ
る
と
技
能
実
習
生
の
同
年
に
お
け
る

労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
五
人
で
あ
り
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活

の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
外
国
人
雇
用
状

況
の
届
出
の
状
況
に
よ
る
と
平
成
二
十
九
年
十
月
末
時
点
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
技
能
実
習
生
は
二
十
五
万
七
千
七
百

八
十
八
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
と
技
能
実
習
生
に
係
る
労
働
者
十
万
人
当
た
り
の
同
年
の
一
年
間
の

労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
一
・
九
人
で
あ
り
、
同
割
合
は
、
〇
・
〇
〇
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
移
民
政
策
の
定
義
」
及
び
「
こ
の
よ
う
な
移
民
政
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

三



今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正

後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
産
業
上
の
分
野
ご
と
に
定
め

る
分
野
別
運
用
方
針
に
お
い
て
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
当
該
分
野
別
運
用

方
針
に
基
づ
き
、
そ
の
産
業
上
の
分
野
に
お
い
て
、
必
要
な
人
材
が
確
保
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
時
的
に
在
留

資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止
の
措
置
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
第
一
号
」
は
「
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
と
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
・
・
・
に
基
づ
い
て

行
う
特
定
産
業
分
野
・
・
・
で
あ
つ
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
属
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
知
識
又
は

経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
活
動
」
を
行
う
外
国
人
に
付
与
さ
れ
る
在
留
資
格
で
あ
る
と
こ
ろ
、

「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
が
締
結
し
て
い
た
雇
用
に
関
す
る
契
約
が
終
了
し
、
更
新

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
在
留
資
格
に
係
る
在
留
期
間
の
更
新
は
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
特
定
産
業
分
野
は
「
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
外
国
人
に
よ
り
不
足
す
る
人
材
の
確
保
を
図

る
べ
き
産
業
上
の
分
野
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
あ
る
特
定
の
産
業
上
の
分
野
に
つ
い
て
「
人

四



材
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
た
め
外
国
人
に
よ
り
不
足
す
る
人
材
の
確
保
を
図
る
べ
き
産
業
上
の
分
野
」
で

は
な
く
な
り
、
特
定
産
業
分
野
で
は
な
く
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
当
該
在
留
資
格
に
係
る
在
留
期
間
の
更
新
は
許
可
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
在
留
期
間
の
更
新
は
「
在
留
期
間
の
更
新
を
適
当
と
認
め
る
に
足
り
る
相

当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
限
り
」
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
特
定
産
業
分
野
に
お
い
て
必

要
な
人
材
が
確
保
さ
れ
、一
時
的
に
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
、

「
在
留
期
間
の
更
新
を
適
当
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
当
該
在
留

資
格
に
係
る
在
留
期
間
の
更
新
は
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
般
に
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
本
邦
に
在
留
す
る

外
国
人
は
、
在
留
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
本
邦
か
ら
出
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
入
管
法
第
二
十
四
条
に
定
め
る
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
外
国
人
に
対
し
て
は
、
入
管
法
に
定
め
る
退
去
強
制

手
続
を
執
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
三
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
入
管
法
に
お
い
て
は
、
本
邦
に
在
留
す
る

五



外
国
人
は
、
在
留
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
本
邦
か
ら
出
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雇

用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
十
三
条
に
基
づ
く
基
本
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
職
業
相
談
等
の

求
職
活
動
を
行
い
、
四
週
間
に
一
回
ず
つ
直
前
の
二
十
八
日
の
各
日
に
つ
い
て
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
同
法
第
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
外
国
人
が
本
邦
か
ら
出
国
し

た
場
合
は
、
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
基
本
手
当
は
受
給
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

六


